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●ハローワーク宇佐 
〒879-0453 宇佐市大字上田 1055-1 

             宇佐合同庁舎 1階 
☎0978-32-8609 
開庁時間：8：30～17：15（月～金） 

     （祝日、年末年始は休み）  ハローワーク宇佐 

                        ウェブサイト 

 
●豊後高田市ふるさとハローワーク 
〒879-0628 豊後高田市新町 1007-4 

      豊後高田市勤労青少年ホーム内 
☎0978-22-2342 
開庁時間：9：30～17：00（月～金）    ふるさと 

        （祝日、年末年始は休み）    ハローワーク 
※職業の相談・紹介のみ取り扱っています。 ウェブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1 1 短時間労働者労働時間延長支援コースのご案内 

contents

P 2 3 女性活躍推進法が改正されました！ 

P 3 4 60歳以上の方を雇われた際の助成金の支給要件が変更されます 

P 3 5  

P 4 6  

P 2 2 令和８年度 雇用保険料率のご案内 

ハローワークから始まるお仕事探し・人材確保 

宇佐公共職業安定所広報 

2026 年 4 月号 

1 
 

《事業主の皆さまへ》 

 
「１３０万円の壁」への対応として、令和７年７月にキャリアアップ助成金：社会保険適用時処遇改善コースの労働時

間延長メニューの要件が見直され、助成額を拡充した「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設されています。
人手不足への対応策に、また短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりにご活用下さい。 

 
キャリア 

アップ助成金 

 
助成金を受ける
には事前にキャリ
アアップ計画書
を労働局へ提出
してください。 
ただし、令和８年
３月末で終了し
た「社会保険適
用時処遇改善コ
ース」の計画届を
提出している場
合は、本コースの
計画届・変更届
の提出は必要あ
りません。 
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企業等規模(従業員数) 改 正 前 改 正 後 

301人以上 
男女間賃金差異に加

えて２項目以上を公表 

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて２項目

以上（下記Ａ、Ｂからそれぞれ１項目以上選択）を公表  

101人～300人 １項目以上を公表 
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて１項目

以上（下記Ａ、Ｂの１４項目から選択）を公表 

 

2 
《事業主の皆さまへ》 
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《事業主の皆さまへ》 

Ａ 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

① 採用した労働者に占める女性労働者の割合 

② 男女別の採用における競争倍率 

③ 労働者に占める女性労働者の割合 

④ 係長級にある者に占める女性労働者の割合 

⑤ 役員に占める女性の割合 

⑥ 男女別の職種又は雇用形態の転換実績 

⑦ 男女別の再雇用又は中途採用の実績 

 

 

 

2026 年 4 月 1日から 

女性活躍推進法の改正により、これまで従業員数 301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101

人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても 101人以上の企業に公表が義務付けられました。 

Ｂ 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 

① 男女の平均継続勤務年数の差異 

② １０事業年度前及びその前後の事業年度に採用された 

   労働者の男女別の継続雇用割合 

③ 男女別の育児休業取得率 

④ 労働者の一月当たりの平均残業時間 

⑤ 雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間 

⑥ 有給休暇取得率 

⑦ 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率 

 
◆「男女間賃金差異」や「女性管理職比率」の情報公表

の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企

業データベース」が最も適切です。自社ホームページ

への掲載等でも差し支えありません。        

 

◆初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職

比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初

に終了する事業年度の実績を、その次の事業

年度の開始後、概ね３か月以内に公表する必

要があります。 

注）「女性管理

職比率」の算

出でいう「管理

職」とは「課長

級」と「課長級

より上位の役

職（役員を除

く）」の合計 

2026（令和8）年4月1日から2027（令和9）年3月31日までの雇用保険料率は、以下のとおり変更となります。 

➀ 失業等給付・育児休業給付の保険料率は、労働者負担、事業主負担ともに5/1,000に変更 

（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更） 

➁ 雇用保険二事業の保険料率は、3.5/1,000で変更なし（建設の事業は4.5/1,000で変更なし） 

雇
用
保
険
料
率
は
、
二
年
連
続
の
引
き
下
げ
に
な
り
ま
し
た
。 

 

 

女 性 の

活 躍 推

進 企 業

データベ

ース ↓ 

大分労働局 

女性活躍推進法 

↓ホームページ 

 

【担当部署】大分労働局雇用環境・均等室 

TEL：０９７－５３２－４０２５ 
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当日
受付

水火

火

火 火

木

水木

《求職者の皆さまへ》

セミナー、各種相談会、説明会のお知らせ
事 前
申込み

当日
受付

4/28（火）
13:30～15:30 セミナー 15:30～16:30個別相談

4/8（水）
10:00～12:00

求職活動の進め方、応募書類作成・模擬面接の
実施など、専門講師によるセミナー（定員８

名）

【申込み】ハローワーク宇佐まで

ブランクが長いなど看護職への就職についての
不安、悩み、施設見学などの相談・情報提供

【問】大分県看護協会 大分県ナースセンター
097-574-7136

当日
受付

4/14,28（火） 4/15（水）
10:00～12:00 11:00～16:00

福祉職場への就職についての不安、悩み、資格
や職場体験などの相談・情報提供

【問】大分県福祉人材センター 097-552-7000

働くことに悩みを抱えている方へのコンサル
ティング、就職に向けてサポート（15～49歳対

象） 【予約】おおいた地域若者サポートステーショ

ン 097-533-2622

事前
予約

当日
参加

4/7,14,21,28（火）
4/2,9,16,23（木）

就職に対する心理的不安に専門の臨床心理士に
よる相談・アドバイスなど 【予約】ハローワーク

宇佐まで

予約不要、応募書類（履歴書等）不要、入退室
自由。事業所から直接話を聞くことができるよ

い機会です。参加事業所はハローワークで確認
できます。

4/2,9,30（木）
４/14,21(火)

4
《事業主の皆さまへ》

６０歳以上の方を雇われた際の助成金の支給要件が変更

されます。（５月１日以降に紹介される方からの適用）

６５歳までの雇用確保措置の実施が義務化されたことを受け、６０歳以上の方を採用した場合の助

成金の支給要件が上記のとおり変更となります。

（母子家庭の母等、障害者など、その他の要件については従来どおりの取り扱いです）

お問い合わせは ハローワーク宇佐 求人係 ０９７８－３２－８６０９

5
就職支援セミナー＆個別相

談

事 前
申込み

福祉のしごと相談会
当日
受付

心理カウンセリング
事前
予約

当日
受付看護職の就職相談会

おおいたサポステ出張相談

会

事前
予約

事業所ミニ説明会
当日
参加
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【令和８年２月】

年月・増減率

 項 目

　

Ｒ07/
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

Ｒ08/
１月 ２月

1,266 1,384 1,475 1,445 1,455 1,332 1,350 1,375 1,395 1,258 1,167 1,275 1,392

1,531 1,451 1,363 1,384 1,332 1,268 1,265 1,370 1,370 1,317 1,369 1,449 1,499

1.21 1.05 0.92 0.96 0.92 0.95 0.94 1.00 0.98 1.05 1.17 1.14 1.08

1.34 1.32 1.33 1.30 1.26 1.25 1.24 1.23 1.21 1.20 1.19 1.14 1.14

※パートを含む全数。　　　※県の有効求人倍率は、季節調整値（令和5年12月以前の値は、新季節調整値に改定されています。）。

　有効求人倍率(管内） 1.08

　就職件数 124 107

1.21

502 10.8

0.8

　月間有効求職者数 1,392 1,275 1,266

134

1,449 1,531　月間有効求人数 1,499 ▲ 2.1

▲ 7.5

今  月 前  月 前年同月
対前年同月
増減率(%)

10.0

　新規求人数

298

　有効求人倍率(全国） 1.19 1.18 1.25 ▲0.06

高
齢

(

注

)

▲0.13

　有効求人倍率(大分県） 1.14 1.14 1.34 ▲0.20

1.14

556 595

678 613 584

▲0.19

0.69

　月間有効求職者数 339 319

▲0.11

16.1

　月間有効求人数 553 591

　常用有効求人倍率 0.66 0.77

13.8

　月間有効求人数 223 220 229 ▲ 2.6

366 265

9.5

▲ 4.4

　受給者実人員

職
業
紹
介
関
係

　新規求職申込件数 367 431 364

　有効求人倍率 0.82

37.7

590 ▲ 6.3

　資格決定件数 87 130 91

パ
ー
ト 1.01

　月間有効求職者数

365

0.96

有効求人倍率　　　

県・有効求人倍率　

○　新規求職者数は対前年同月比0.8％増加、新規求人数は10.8％増加しました。

○　月間有効求職者数は対前年同月比10.0％増加、月間有効求人数は2.1％減少しました。

○　新規求人数を産業別に対前年比でみると、建設業（＋60.4％）、製造業(＋49.3％）、情報通信業・運輸業・郵便業（▲12.5％）、卸売・
小売業、宿泊業・飲食サービス業（▲12.7％）、医療・福祉（▲4.0％）、サービス業（＋70.8％）でした。

有効求職者数　　　

有効求人数　　　　

注）高齢者とは55歳以上65歳未満の者の数となります。

10 ▲ 30.0

○　2月の有効求人倍率は1.08倍となり、前年同月より0.13P減少しました。

雇
用
保
険
関
係

　資格取得者数 251 254 241

　　うち事業主都合離職者 7 37

265 339 242

4.1

　資格喪失者数
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Ｒ07/

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

Ｒ08/

１月 ２月

有効求職者数 有効求人数 有効求人倍率 県・有効求人倍率

労働市場の状況（管内の求人・求職）6
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